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子育て世帯臨時特例給付金の申請は 

お済みですか 
 
子育て世帯臨時特例給付金の申請を受け付けして

います。まだ申請されていない方は、下記のものを

持参の上、申請してください。 
 
◆支給対象者 6月分の児童手当を受給者される  

                     方 ※平成26年の所得が児童手当 

       の所得制限額に満たない方 
 
◆対象児童 平成27年6月分の児童手当の対象児童   

      ※｢臨時福祉給付金｣の対象児童および 

       生活保護制度の被保護者も対象 
 
◆給付額 対象児童１人につき3,000円 
 
◆基準日 平成27年５月31日 
 
◆申請先 市役所 第二庁舎 ２階 子育て支援課 
 
◆申請期間 12月15日(火)まで 
 
◆提出書類 
  
 ◇公務員の方  

  ①申請書(｢公務員児童手当受給状況証明欄｣に所

属庁の証明を受けたもの)   

  ②印鑑 ※ゴム印不可 
 
  
 ◇公務員以外の方  

  ①申請書(紛失した方の再発行可能)  

  ②印鑑 ※ゴム印不可 
 
 
 ◇代理申請の場合  

  ①委任状 

      ②来庁される方の本人確認書類 (運転免許証、 

   旅券の写しなど) 
 

※支給振込口座を、児童手当または平成26年度

子育て世帯臨時特例給付金の受給口座と別の金

融機関に変更する場合は下記２点が必要 
 
 ①通帳またはキャッシュカードの写し  

 ②本人確認書類(運転免許証、旅券の写しなど) 
  

問 市子育て支援課 45-8120 

児童手当の現況届は 

お済みですか 
 
 児童手当は、毎年、養育状況や所得の確認をする

ため、６月中に現況届を提出することになっていま

す。提出がない場合、児童手当を支給することがで

きませんので、至急提出してください。 
  

◆受付場所 市役所 第二庁舎 2階 子育て支援課 

◆持参するもの  

 ①児童手当現況届(紛失された方は窓口にて再発   

  行可能) 

 ②印鑑 ※ゴム印不可 

 ③健康保険証表面の写し(受給者のもの) 

      ※支給要件児童のものではありません。 

  ※コピーの余白部分を切り取らずに持参  

  ※下妻市国民健康保険に加入してる方は不要 

 ◇受給者と支給要件児童が別居の場合は、児童  

  の属する世帯の住民票謄本 

 ◇平成27年1月2日以降に下妻市に転入の方は、 

      平成27年度児童手当用所得証明書(平成27年1  

      月1日現在の住民登録地の市区町村で発行可能) 

 ◇受給者と別居している配偶者の方で、平成27 

  年１月１日現在下妻市に住民登録がされていな  

  い場合は、平成27年度児童手当用所得証明書   

  (ただし、受給者の税法上の扶養に入っている  

   場合は不要) 

 ◇所得税の申告が未申告の方は、前年所得の分か  

  る書類(源泉徴収票など) 
 

問 市子育て支援課 45-8120 

児童扶養手当の現況届を提出してください 
 

児童扶養手当を受けている方は、今後の受給資格要件を確認するために毎年８月に現況届の提出が必要で

す。この届出に基づき、受給者の資格審査および所得審査を行い、８月分から来年７月分までの手当の支給額

を決定します。 

この届を提出しないと８月以降の手当が受けられなくなります。所得制限により手当の支給が停止している

方も届け出が義務付けられています。また、２年間この届を出さないと受給資格喪失となります。 

 対象の方には市子育て支援課より通知します。下記により受け付けますので、手続きをお願いします。 

 なお、平成27年4月分の児童扶養手当の受給者に対し、『ひとり親家庭等学習応援事業』により図書カード

の配布があります。(全部支給停止者を除く) 

 ※児童扶養手当とは、ひとり親家庭または養育者家庭の方が受給する手当です。 
 
◆受付日時 8月３日(月)～31日(月) ※平日のみ午前９時～11時、午後１時～４時 

      ※当日の午前８時30分から番号札の配布を開始します。 

      ※午前11時から午後用の番号札配布に切り替わり、午後4時をもって番号札配布を終了します。 

       番号札の順に受け付け、番号札をお持ちの方のみ受け付けを行います。 

      ※昼休みなど、上記以外の届出はご遠慮ください。 

◆受付場所 市役所 本庁舎１階 市民ホール 

    ※子育て支援課での受け付けは原則行いません。 

    ※長時間にわたりお待ちいただく場合があります。時間に余裕をもってお越しください。 

      ※ハローワーク下妻による就職相談窓口を設けます。(午前9時～正午) 

◆持参するもの ①現況届の用紙 

       ②養育費等に関する申告書(養育者家庭を除く) 

       ③住民票上の世帯分離について(調書) 

       ④印鑑(ゴム印以外のもの) 

       ※状況により、別途書類が必要となる場合あり 
  
         【さらに次に該当する方は、指定のものを持参】 

             ①平成27年1月2日以降に下妻市に転入された方は、平成27年度課税証明書(所得・控除  

                          額・ 扶養人数のわかるもの) 

                       ②受給開始より５年等経過した方および平成27年7月～平成28年6月に5年等満了する方は、              

         ｢一部支給停止適用除外事由届｣および、事由を証明する添付書類 

         (対象者には個別に通知します) 

         ③前年の12月31日において年齢が16歳以上19歳未満の所得税法上の扶養親族がある場合  

                          は、｢16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書｣ 

         (対象と思われる方には個別に通知) 
 

問 市子育て支援課 45-8120 

パスポートの申請はお早めに 
 
 パスポート窓口は、夏休み期間中(特に

お盆の時期)には、大変混み合います。 

 特に、午後３時以降は、申請や受領の

お客さまが集中します。   

 パスポートの受領は、申請日から平日

のみを数えて８日目以降になります。日

程や時間に余裕をもってお越しくださ

い。 
  
◆場所 千代川庁舎 くらしの窓口課 

◆時間 午前9時～午後4時45分 
 

問 市くらしの窓口課 44-0725 

建物を取り壊したら、市役所に連絡を 
 
 固定資産税は土地・建物・償却資産の所有者に課

税される税金です。特に建物(車庫や物置を含む)を

取り壊した場合や、新築・増改築した場合には翌年

度から固定資産税が変わることがあるため、調査が

必要となります。その際は市役所税務課までご連絡

ください。ご理解ご協力をお願いします。 
 

問 申 市税務課  43-8193 

地域活動を応援します 
～市民協働のまちづくり推進交付金をご利用ください～ 
 
 市では、地域を盛り上げるため、自分たちの手で行う｢ま

ちづくり活動｣に対し、経費の一部を交付、支援します。 
 
◆対象団体 市内で活動している、10人以上のグループ 

      ※その他、一定の要件があります。 

◆交付額 対象経費の３分の２以内で、限度額10万円 
 
◎どんな活動でも結構です。お気軽にご相談ください。 

 申請を希望する場合は、事前にお電話ください。 
 

問 市民協働課 43-2114 

案 内 

案 内 



消防団サポート事業所が増えました 
 

下妻市消防団サポート事業は、地域の防災活動で活躍する

消防団員とその家族を、地域全体で応援し、消防団と地域社

会の双方が活性化することを目的とした事業です。 

今回、新たに賛同いただいた事業所を、サポート事業所と

して登録しました。随時登録事業所を募集しています。詳細

は市ホームページをご覧ください。 
 

◆新規登録事業所 

※消防団員とその家族は、団員証を提示することで 

 優遇措置が受けられます。 
 

問 市消防交通課 43-2119 

認定

番号 

 
事業所名 

 
所在地 

 
優遇内容 

 
15 

ヘアーサロン

ナカヤマ 

北大宝

380-5 

ヘアーメニューから200円引き  

午前8時～午後８時  
  

16 

  
徳田酒店 

下妻乙

141 

全商品の５％引き 

午前8時30分～午後７時30分  

 
 
 

17  

  

 

イオン 

下妻店 

  

 

堀籠

972-1 

毎月 第３日曜日  

食品・衣料品・くらしの品が今付い

ている価格から５％引き 

(一部対象外商品あり、専門店除く) 

【食品売場】 午前8時～午前０時 

【その他売場】午前9時～午後10時  

木造住宅耐震診断士派遣事業 

について 
 
 住宅の耐震診断を行います。 
 
◆申込期間 ８月３日(月)～８月24日(月)まで 
 
◆事業対象住宅の主な要件 

◇昭和56年５月31日以前に建築確認を受け 

   ている木造住宅 

◇所有者が居住する戸建住宅で、地上階数が 

  ２以下の木造住宅 

※その他にも要件があり、要件すべてに該当  

 する住宅のみが対象。なお、東日本大震災 

 により被災された住宅(被災者生活再建支援 

 制度による被災度区分判定調査において全  

 壊、大規模半壊、半壊と判定された住宅)  

 は、事業対象外。 
 

◆申込方法 所定の申込書に必要事項を記入、 

                  押印の上、市役所建設課に申し込 

      みください。      

なお、申し込みの際は、住宅の建

築時期が確認できる書類(建築確認

済証など)を持参 
 

◆費用自己負担額 １件当たり2,000円 
 
◆派遣予定件数 10件(原則として先着順) 
 
◆その他 ◇同派遣事業は、被災者生活再建支 

                  援制度による被災度区分判定調査 

                  とは異なります。 

     ◇市では、事業申し込みをしていな 

                  い方に対する派遣や斡旋などは行 

      いません。また、診断士がご自宅 

      に訪問する際は、｢茨城県木造住宅 

      耐震診断士認定証｣を携帯してます 

      ので、ご確認ください。 
 

問 市建設課 45-8127 

茨城県警察官採用試験について  
 
◆試験区分、採用予定人員および受験資格 

※上記資格以外に欠格事項および身体基準がありま 

 す。詳しくは、警察官採用試験広報ホームペー 

 ジ、警察署・交番・駐在所で配布している受験案 

 内を確認してください。 
 
◆第１次試験日 ９月20日(日)  

        教養試験、論(作)文試験 
 
◆申込期限など  

 ◇郵送または持参の場合 ８月25日(火)まで 

  ≪郵送・持参先≫茨城県警察本部警務課採用係 

          最寄り警察署・交番・駐在所 

 ◇インターネットの場合 8月24日(月) 

             午後５時まで 
 
◎下妻警察署では、採用試験説明会を開催します。 

 説明会の詳細、採用試験に関しては下妻警察署ま 

 でお問い合わせください。 
 

問 申 下妻警察署 43-0110 

 
試験区分 

採用

人数 

 
受験資格 

 
 

男性警察官Ａ 

  
25人

程度 

昭和61年４月２日以降に生まれ

た人で、学校教育法による大学

(短期大学を除く)を卒業した人も

しくは平成28年３月31日まで

に卒業見込みの人または人事委

員会がこれと同等と認める人 

 

女性警察官Ａ 

 
5人 

程度 

 
男性警察官Ｂ 

48人

程度 
昭和61年４月２日から平成10

年４月１日までに生まれた人

で、警察官Ａの受験資格(学歴部

分)に該当しない人 

 
女性警察官Ｂ 

10人

程度 

『ガス溶接技能講習』 

受講生募集 
 

◆内容 労働安全衛生法で定められた技能講習 

◆実施日 9月19日(土)、20日(日) 

     午前9時～午後5時(2日間) 

◆申込方法 筑西産業技術専門学院ホームページか

ら、または往復ハガキに講座名、氏

名、年齢、住所、電話番号、職業を記

入し郵送 

◆定員 20人(定員を超えた場合は抽選) 

◆申込締切 8月17日(月) ※必着 

◆受 講 料  2,750円 
 

問  申 茨城県立筑西産業技術専門学院  

      24-1714 

              [〒308-0847 筑西市玉戸1336-54] 

          http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/ 

            shokorodo/chikusansen/index.html 

都市計画案の縦覧を行います 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ｢しもつま桜塚工業団地｣地区の用途地域を工業専用地域に

変更するにあたり、都市計画案の縦覧を行います。 

 案に対しご意見のある方は、縦覧期間中、意見書を提出す

ることができます。 
 
◆縦覧期間 ７月27日(月)～８月10日(月) 

◆縦覧場所 市役所 第二庁舎 2階 都市整備課 

◆意見書の提出方法  

縦覧場所にある意見書に必要事項を記載し、持参または郵  

送にて提出 ※８月10日必着 

 (提出先)下妻市長(都市整備課扱い)宛  

 [〒304-8501 下妻市本城町2丁目22番地] 
 

問 市都市整備課 45-8128 

身体障害者のための結婚相談、 

各種相談(無料)について 
 

県からの委託・補助を受け、身体に障害のある

方々がよき配偶者に恵まれ、幸せな結婚ができるよ

うに、｢結婚相談｣を行います。 

｢結婚相談｣は、結婚を希望する身体障害者の方

に、面談の上、会員登録をしていただきます。会員

登録者には交流会(集いの場)の開催を案内します。 

 ｢各種相談｣は、身体障害者の就労をはじめ生活全

般に係る相談について、各種支援制度や機関を案内

しています。 
 
◆相談日時 月曜日～金曜日 

      (祝祭日、年末年始は除く) 

      午前10時～午後３時まで 

      ※結婚相談は要予約 
 

問 茨城県身体障害者福祉協議会  

   029-243-7010       

     Fax029-243-7018 

募 集 『いばらき営農塾』受講者募集 
 

県立農業大学校では、県内でこれから農業を始

める人や農業を始めて間もない人を対象に、農業

技術の基礎を学べる研修を行います。 
 

◆営農支援研修(野菜を中心とした本格的な農業経 

 営を目指すおおむね45歳までの人) 

◇Bコース申込締切 11月９日(月)まで 

◇受講料 16,200円 

※受講料のほか、別途テキスト代など(6,000 

 円程度)がかかります。 

◆定年帰農者など支援研修(農産物を販売し収入 

 を得ようとするおおむね65歳までの人) 

◇野菜入門コース申込締切 ８月10日(月)まで 

◇受講料 13,800円 

※受講料のほか、別途テキスト代など(6,000 

 円程度)がかかります。 

◆場所 県立農業大学校 

◆定員 各40人 

◆申込先 県西農林事務所 経営・普及部門  

     24-9206 
 

問  茨城県立農業大学校研修科  

   029-292-0419 

案 内 案 内 

相 談 

｢行政無料相談｣開催 
 
 行政について、お困りになっていることはあ

りませんか。行政書士が無料でご相談に応じま

す。予約不要です。ぜひご利用ください。 
 
◆日時 ８月４日(火)午後１時～４時30分 

◆場所 下妻市役所 千代川庁舎 １階ロビー 

◆相談料 無料 

◆相談内容  

    相続・遺言手続き、会社等法人設立、建設業 

  など各種営業許可、農地転用等土地活用、な  

    ど 
 

問 無料相談担当(関) 44-3956 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 

 切れる包丁で楽しい料理をしましょう。 
 

◆日時 ８月７日(金)午前９時30分～11時30分 

◆場所 福祉センター砂沼荘 
 

問 下妻市社会福祉協議会 ℡44-0142 
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砂沼サンビーチ  
｢下妻市民無料デー｣開催  
 
 市民の皆さんの、日頃のご愛顧とご協力に感

謝し、下妻市民無料デーを実施します。 
 
◆実施日 ８月19日(水) 

◆対象者 下妻市在住者 

◆利用方法  

 実施日に砂沼サンビーチ窓口で、市内在住証 

 明できるものの提示 

 ◇一般 運転免許証など、住所の確認ができ 

     る公的機関発行の身分証明書提示 

 ◇学生 学生証などの提示 

 ◇中学生 生徒手帳などの提示 

 ◇小学生以下 保護者と同伴。保護者は、 

        一般に準ずる証明書を提示 
※駐車場利用の際は、規定の料金が必要 
 
問 申 市都市整備課 43-8356 

     砂沼広域公園管理事務所  

     43-6661 

ごみの収集時間について 
 

収集車の回収時間は、いつも同じとは限りませ

ん。ごみは午前8時から回収を開始し、当日中に

収集することになりますが、ごみの量、天候や交

通事情などで収集時間は変化します。 

早い時間帯の収集を多くの方が希望されます

が、限られた収集車の台数や人員の中で作業をし

ていますので、ご理解ご協力をお願いします。 
  

問 市生活環境課 43-8289  

ごみ集積所を案内する窃盗にご注意 
 
 ｢誘い出し空き巣｣と呼ばれる手口の被害が、近隣市町

村で発生しています。 

 市役所の職員を名乗るものが｢ごみ集積所が新しく

なったので、一緒に見て欲しい｣などと言い、家人を外

へ連れ出し、その隙に共犯者が家に侵入し、現金などを

盗むという手口です。 

 怪しいと感じた場合は、身分証の提示を求めるなどの

対応を行ってください。短時間でも家から離れる際は施

錠し、被害に遭わないようにしましょう。 

※市役所では皆さまからの要望などがない限り、集積 

 所に関する訪問は行っていません。 
 

問 市生活環境課 43-8289  

花のまち しもつまステッカー無料配布 
 

｢花のまち しもつま｣のPRにご協力いただけ

る市内の個人・団体・事業所などには花のまち

PRステッカー(プランター貼付用)を無料で配

布します。 
 

◆期間 ８月３日(月)～(無くなり次第終了) 

◆配布数 約1000枚  

     1世帯2枚まで 

     1団体、事業所5枚まで 

     ※申込用紙に住所、氏名、電話番号 

      記入していただきます 

◆配布場所 市役所 第二庁舎 ２階 都市整備課 

◆申込条件  

 ◇花の育成に必要な物(プランターや土、花 

  など)ステッカー以外のものは、自ら準備 

  すること。 

 ◇ステッカーを貼ったプランターで草花の育 

  成を行うなど、花のまちしもつまに関する 

  活動をすること。 
 

問 市都市整備課 45-8128 

花のまちしもつまコスモスすまいる 

プロジェクト 
 

コスモスを育ててくれる市内の個人・団体に、コスモ

スの種を無料配布します。下妻市の秋をコスモスで彩り

ませんか。 
 
〈種の配布〉 

◆期間 ８月３日(月)～31日(月) ※各施設休日を除く 

◆配布数 1000袋 

     (1世帯5袋、1団体・事業所10袋まで) 

※申込時に住所・氏名などを記入していた  

 だきます。 

※種がなくなり次第終了 

◆場所 市役所本庁舎1階市民ホール・市役所都市整  

    備課・千代川庁舎くらしの窓口課・下妻市立  

    図書館 

◆参加条件 ◇市内で実施できる方 

◇種まき～開花後まで、管理できる方 

      ◇種以外、管理に必要な物を準備できる方 

◆品種 センセーション(プランターなどで育成可能) 

◆種まきの時期 ８月中に種まきをお願いします。 
 

問 市都市整備課 45-8128 

市立図書館 

Part.1 夏休み期間中の開館時間変更 
 

図書館では、夏休み期間中の平日７月22日

(水)～８月28日(金)、１階閲覧室の開館時間を

下記のとおり変更します。 
 
〈通常〉  午前10時開館 

〈変更後〉 午前９時30分開館 
 
※土・日曜日、祝日は、午前９時開館 

Part.2 おはなし会 
 
「おはなしの花たば」 

◇日時 ８月８日(土) 

    午前10時30分～11時30分 

    午後２時～３時 

「にちようびのおはなし会」 

◇日時 ８月23日(日) 

    午前10時30分～11時30分 

◆場所 市立図書館 児童室(おはなしコーナー) 
 

問 市立図書館 43-8811 

総合体育館の受付窓口変更について 
  

総合体育館は現在、利用者の安全確保のため、耐震

補強・改修工事を行っています。これに伴い、総合体

育館敷地内に仮設事務所を設置しましたので、ご利用

ください。ご理解ご協力をお願いします。 
  

◆期間 ７月～平成28年３月 

問 市生涯学習課 45-8997 

屋外広告物は許可が必要です 
～まちの良好な景観のために～ 
 

まちのなかには、さまざまな情報を提供してくれる

“屋外広告物”がたくさんあり、設置場所・大きさなど

により許可が必要な場合があります。該当する屋外広告

物を表示する時は必要な許可を受けましょう。 

※屋外広告物とは、常時または、一定の期間継続して屋 

 外で公衆に表示される看板、立看、はり紙、はり札、  

 広告板など 
 
◆屋外広告物は、｢まちの良好な景観の形成｣と｢公衆に

対する危害の防止｣の面から、許可にあたって設置場

所や大きさなどを規制しています。 

◆許可には有効期間(３年)があります。許可を受けた  

 広告物でも、有効期間経過後に引き続き設置する 

 ためには、更新手続が必要です。 
 

問 市都市整備課 45-8128 

市立図書館開館カレンダー/８月 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

※８月26日(水)は館内整理日のため休館 
 
問 市立図書館 43-8811 

日 月 火 水 木 金 土 

            １ 

２ 
３ 

休館 
４ ５ ６ ７ ８ 

９ 
10

休館 
11 12 13 14 15 

16 
17 

休館 
18 19 20 21 22 

23 
24

休館 
25 

26

休館 
27  28 29 

30 
31

休館 
          

ふるさと博物館開館カレンダー/８月 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市ふるさと博物館 44-7111 

日 月 火 水 木 金 土 

            １ 

２ 
３ 

休館 
４ ５ ６ ７ ８ 

９ 
10

休館 
11 12 13 14 15 

16 
17 

休館 
18 19 20 21 22 

23 
24

休館 
25 26 27  28 29 

30 
31

休館 
          

案 内 

案 内 

仮設事務所 

 

 

下妻市総合体育館 

下妻公民館 

市民文化会館 

保健センター 



夏休み企画 

｢砂沼荘無料開放の親子まつり｣開催 
 

社協では、安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指し

て、福祉の輪を広げていく地域福祉の充実に取り組んでい

ます。今年４月にリニュアールオープンした砂沼荘は、幅

広い世代が、利用できる施設で、運動器具やマッサージ機

器なども完備した健康施設です。 

夏休み期間中に、子どもたちや親子に砂沼荘がより身近

な施設として活用されるよう、「親子まつり」を企画しま

した。ぜひ、ご来場ください。 
 
◆期日 ８月８日(土)午前10時～午後２時30分 

◆イベント内容 16ミリ映画放映、ヨーヨー釣り、おも 

        ちゃのひろば、ジャンボシャボン玉、ビ 

        ニールプール、親子ストレッチ、健康ジ  

        ム、読み聞かせ、親子カラオケ、昭和の 

        遊び、かき氷、ほか     
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

   福祉センター砂沼荘  44-5577 

不妊治療費助成事業について 
 
市では、不妊治療を受けたご夫婦に治療費の一部を助成します。 

 ※県が実施する「茨城県不妊治療費助成事業」の交付決定を受けていることが前提 
 
◆対象治療 体外受精および顕微鏡受精(保険適用外の特定不妊治療) 

◆助成内容 

 

 

 

 

 

 ※｢対象年齢｣は、｢申請する助成に係る治療期間の初日における妻の年齢｣です。 

 ※通算の助成回数はリセットされず、過去に受けた助成も含みます。 

 ※平成28年度からは、通算助成回数に満たない場合であっても、43歳以降に開始した治療は助成対象には  

  なりません。 

 ※平成27年度(平成27年４月１日～平成28年３月31日)内に茨城県不妊治療費助成事業に申請した方の申請   

  期限は、対象となる治療が終了した日から起算して１年以内。 

◆対象者 次の全ての要件に該当している方 

(1)法律上の婚姻をしていること 

(2)夫または妻のいずれか一方が、助成金の交付を申請する日の１年以上前から引き続き市内に住  

  所を有していること 

(3)特定不妊治療以外に妊娠が望めないと医師が判断していること 

(4)茨城県不妊治療費助成金の交付決定を受けていること 

(5)市税の滞納がないこと 
 

問 申 茨城県不妊治療費補助金交付申請(要事前相談) 常総保健所     0297-22-1351  
        下妻市不妊治療費補助金交付申請       市保健センター 43-1990 

これまでの助成歴 対象年齢 平成26・27年度 助成限度額 
平成27年度に初めて申請する方または、

平成26年度に初めて助成を受けた方 
39歳まで 通算６回まで 50,000円または対象

治療費の額から県の助

成額を差し引いた額の

いずれか低い方 

40歳以上 
年度２回 
通算５年度／10回まで 

 
平成25年度以前に助成を受けた方 

39歳まで 
40歳以上 

戦没者遺児による 

慰霊友好親善事業について 
 

日本遺族会では、｢戦没者遺児による慰霊友

好親善事業｣の参加者を募集しています。 

本事業は、厚生労働省からの補助を受けて

実施しており、先の大戦で父などを亡くした

戦没者の遺児を対象として、父などの戦没し

た旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、

同地域の住民と友好親善を図ることを目的と

しています。 

費用は、参加費として10万円で、前回の参

加から５年を経過した方は、２回目の応募が

できます。｢終戦70周年記念洋上慰霊｣につい

ては、５年を経過していなくても応募が可能

ですが、前回｢洋上慰霊」参加者は応募できま

せん。 
 

 〈これからの実施地域〉 

ボルネオ・マレー半島、マリアナ諸島、 

東部ニューギニア、中国、トラック・パ 

ラオ諸島、ソロモン諸島、ミャンマー、 

フィリピン、洋上慰霊、マーシャルギル 

バート諸島 
 

問  申 日本遺族会事務局 

             (日程など質問)  

      03-3261-5521 

      茨城県遺族連合会(参加申込)  

      029-221-4002 

『夏休みいけ花体験教室』参加者募集 
 
 夏の思い出づくりに、お友達やご家族とお花をいけて楽

しみませんか。 
 
◆日時 ８月22日(土)午前９時30分～11時 

◆場所 下妻公民館 

◆対象 幼児(５歳)～大人 ※幼児は保護者同伴 

◆参加費 １人900円(教材費) 

◆持ち物 新聞紙、タオル 

     ※はさみ、器のある方は持参可 

◆申込期限 ８月10日(月)まで 
 

問 申 下妻市華道文化協会 43-1775(高野) 

『講座生』募集 

◆期間 ９月～12月 

◆場所 下妻市勤労青少年ホーム 体育室 

◆定員 各15人  

◆受講資格 市内在住・在勤の成人の方 

◆申込方法 ８月２日(日)～定員になり次第締切 

                  ※複数受講可、来館または電話で申込 

◆参加費 500円 

◆注意事項 ◇一定数集まらない場合は、中止となる 

       ことがあります。 

       ◇日程は都合により変更になることがあ 

                      ります。 
 

問 申 下妻市勤労青少年ホーム 43-7423 

講座名 開講日 時間 内容 

リラックス

ヨガ 

【全８回】 

9月1日

(火) 

午後７時

～９時 

深い呼吸によって体内の

余分な脂肪を燃焼。身体

が硬い方、ヨガの経験が

ない方もどうぞ。 

スクエア 

ステップ 

【全８回】 

9月2日

(水) 

午後７時

～９時 

さまざまなステップを記

憶し、頭と体の機能アッ

プ。成人の生活習慣予防

や転倒予防、認知機能向

上に効果あり。 

｢アメリカザリガニと世界の甲殻類展｣開催 
 
 アメリカザリガニには、多くの色があります。そんな珍

しい色のアメリカザリガニをぜひ、一度ご覧ください。 

 また、日本ザリガニをはじめ、普段は、なかなか見る事

ができない甲殻類も展示します。 

 ぜひ、ご来場ください。 

◆日時 ７月25日(土)～９月23日(水・祝) 

    午前９時～午後４時30分 

◆場所 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター内 

    ※９月21日を除く毎週月曜日休館 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター  

   45-0200 

｢福祉の仕事地区別就職相談会｣ 

開催 
 

福祉職への就職希望者や福祉の仕事に関心のある

方を対象に、福祉の仕事、資格など情報提供を行う

とともに、福祉施設・事業所等の理解を深めてもら

うため、就職説明会を行います。 
 
◆期日・場所 

◆時間 午後１時～３時(受付 午後０時30分～) 

◆参加事業所 

 県内の茨城県福祉人材センターに事業所登録・求 

   人登録をしている事業所で、現在、職員を募集中 

 または平成28年３月卒業予定者の採用予定のある 

 社会福祉施設・団体および事業所 

◆参加対象者 福祉に関心のある方や就職希望者 

◆参加費 無料(事前申込・予約不要) 
 

問 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会  

   茨城県福祉人材センター  029-244-4544  

                    Fax029-244-4543 

開催日 場所 対象事業所 
８月29日(土) ホテルレイクビュー水戸 県央地区 
９月26日(土) サンロード鹿島 鹿行地区 
10月17日(土) ホテル天地閣 県北地区 
12月５日(土) 水戸駅エクセルホール 全県域 

｢大好きいばらきキャンドルのWA｣ 

参加団体募集 
 

大好きいばらき県民会議では、東日本大震

災の犠牲者への追悼と家族や地域の絆への思

いを次世代へ紡いでいくことを目的として、

県内各地で行われるキャンドルナイトをつな

ぐ「大好きいばらきキャンドルのWA」を実

施します。 
 
◆対象 茨城県内でキャンドルナイトを行う 

    団体、学校など 
 
◆実施期間 ７月１日～平成28年３月11日 

                 (金)まで ※上記期間中、いつ 

      でも参加できます。 
 
◎申し込み方法など、詳しくはお問い合わせ  

 ください。 
 

問 申 大好きいばらき県民会議  

             029-224-8120 

案 内 相 談 

募 集 

募 集 



ご当地ナンバープレートの一般交付開始 
 
◆交付開始 ８月３日(月)～  

◆交付時に必要なもの  

 ①所有者・使用者の印鑑  

 ②運転免許証などの届出人が確認できる書類  

 ③販売証明書、譲渡証明書のいずれか一つ 

  (新規のみ)  

 ④現在のお持ちのナンバープレート(交換のみ)  

 ⑤標識交付証明書(交換のみ) 

 ⑥予約ナンバー当選者は、予約番号の決定通知書 

  (予約ナンバー当選者の引き換えは市役所税務  

   課のみ) 

◆交付場所 市役所 本庁舎 税務課  

      市役所 千代川庁舎 くらしの窓口課 

※現行のナンバープレートとご当地ナンバープレー 

   トのいずれかを選択できます。 

※受付順に交付しますので、番号の指定不可。４、

９、42、420番台および490番台は欠番。 

※ご当地ナンバーに交換すると、番号が変更になり

ます。自賠責保険などの変更手続きが必要になる

場合もあります。ご加入の保険会社にご確認くだ

さい。 
 

問 市税務課 43-2294 
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しもつま 広
報 

不妊専門相談センター 

｢グループミーティング(おしゃべり会)｣ 

開催 
 

日ごろ言えない不妊の思いについて、同じ悩みを

感じている人と話をしてみませんか。みなさんのご

参加をお待ちしております。 
 

◆日時 ◇９月27日(日)午後2時20分～4時20分 

     ｢治療中の悩みを語ろう｣ 

     不妊治療中の方で、治療のステップアッ  

     プなどの悩みをお持ちの女性対象 

    ◇11月22日(日)午後2時20分～4時20分 

      ｢治療をやめたまたは、やめようか迷っ  

       ている揺れる気持ちを語ろう｣ 

               不妊治療終了に関連した悩みを持つ女 

                 性が対象 

◆場所 茨城県 三の丸庁舎１階 相談室101 

◆定員 10名程度 

◆スタッフ 助産師・不妊カウンセラー 

◆参加費 無料 

◆参加方法 開催日３日前までに、電話申し込み 

※軽く身体を動かしますので、動きやすい服装で 

 お越しください。 

 
問 茨城県産婦人科医会 029-241-1130 

不妊専門相談センター｢個別相談｣について 
 

不妊専門相談センターでは、不妊治療専門の産婦人科・泌尿器科医師、不妊カウンセラー、助産師が、無料

で相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。 
 

◆日時・その他 

 

※従事職種 

医：産婦人科・  

  泌尿器科医 

助：助産師 

カ：不妊カウン  

  セラー 

      

★：グループ  

  ミーティン 

  グの実施 

 

 

 

 

 

 

 ※相談は完全個別面接方式 

◆受付日時 月～金曜日の午前９時～午後３時 
 

問 茨城県産婦人科医会(電話予約) 029-241-1130 

場所 県央(県三の丸庁舎) 県南(土浦市四中地区公民館) 
週 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

曜日 日 木 木 日 木 日 木 日 
 

時間 
午後2時

～５時 
午後５時

～８時 
午後５時

～８時 
午後２時

～５時 
午後６時

～９時 
午前9時

～正午 
午後６時 

～９時 
午前9時 

～正午 
８月 ２ 13 － 23 ６ ９ － 23 
９月 ６ 10 17 27 - 13 17 27 
10月 ４ － 15  25★ １ 11 15 25 
11月 １ 12 －  22★ ５ ８ 19 22 
12月 ６ 10 17 － ３ － 17 － 
１月 - 14 21 24 ７ 10 － 24 
２月 ７ － 18 28 ４ - 18 28 
３月 ６ 10 17 － ３ 13 17 － 

 

従事職種 
第２木曜・第４日曜：医・助 
第１日曜：医・助または助・カ 
第３木曜：助・カ 

第１・第３木曜：医・助 
第２日曜：医・助または助・カ 
第４日曜：助・カ 

開設回

(72回) 

 

個別相談33回、グループ相談４回 個別相談 35回 

デング熱に注意しましょう 
 

デング熱は、デングウイルスによる感染症で、ウ

イルスを保有する蚊に刺されることによりヒトに

感染します。蚊に刺されないことが最も重要な予

防法になります。 

 木陰や藪など蚊の発生しやすい場所に立ち入る

際には、長袖の服を着用して肌の露出を少なくし

たり、虫除け剤を使用して、蚊に刺されないよう

に注意しましょう。 

 また、蚊を増やさないために、蚊の幼虫の発生

源となる水が溜まる場所(植木鉢の水受け皿、外置

きのバケツやジョウロ、空き缶や空き瓶の中など)

を作らないよう心がけましょう。 

 蚊に刺されて突然の発熱(38℃以上)、関節痛、

発疹などの症状がみられたときは、医療機関を受

診してください。 
 

問 市保健センター  43-1990 

乳がん集団検診予約受付開始 
 

受診を希望する方は、予約が必要です。加入

している健康保険の種類にかかわらず受診できます。 
 
◆検診内容 

◆予約方法 

   1．希望の日程を決める。 

     〈旧千代川保健センター〉 

       10月20日(火)、21日(水) 

     〈下妻市保健センター〉 

        10月15日(木)、16日(金)、22日(木)、 

     23日(金)、26日(月) 

 2．希望の受付時間を決める。 

   ①午前９時30分～ ②午前10時30分～   

   ③午後１時15分～ ④午後２時15分～ 

  3．下妻市保健センターに来所または電話にて申し 

    込む。 

    ※乳がんの無料クーポン券が届いている方は、 

      予約の際に必ずお伝えください。 

     (検査内容に変更が生じる場合があります) 

   4．検診日の約２週間前に保健センターから受診券  

          を郵送します。 

◆予約受付期間 ８月３日(月)～21日(金) 

        (平日のみ受付)※定員になり次第締切 

◆注意事項   

◇しこりなど、自覚症状のある方は、医療機関で診察  

 を受けてください。 

◇申し込みは原則本人・家族のみ受け付けます。 

◇乳がん医療機関検診を受診された方および受診予定 

 の方は受けることができません。 

◇人工ペースメーカーおよびカテーテル挿入者、妊娠

中・妊娠していると思われる方、豊胸術(シリコンな

どの注入)をされている方は、マンモグラフィー検査

は受けられません。 

◇授乳中の方は、医療機関検診をお勧めします。 
 

問 申 市保健センター  43-1990 

対象者  

(H28.３.31現在の年齢) 
検査内容 自己負担額 

30歳～39歳 
超音波   500円 

41歳以上の奇数年齢 

40、42、44、46、48歳 
超音波＋マンモグ

ラフィー2方向 
1,300円 

50、52、54、56歳 
超音波＋マンモグ

ラフィー1方向 
1,000円 

58歳以上の偶数年齢 
マンモグラフィー 

1方向 
  500円 

肺がんドックの補助について 
 
 医療機関で肺がんドックを受ける方に、受診料の

２分の１(限度額15,000円)を補助します。 
 
◆対象者 

◇下妻市に住民登録をしている方 

◇受診日に40歳～74歳の方 

◇12月25日までに受診可能な方 

◇喫煙指数(１日の喫煙本数×喫煙年数)が、 

   600以上の方 

◇医療機関で肺がんドックを受診する方 

◇市税を滞納していない方 

◆定員 先着20名 ※定員になり次第締切 

◆手続き 

①印鑑、健康保険証を持参の上、下妻市保健セ   

 ンター窓口で申し込み 

②医療機関で検診受診(検診費用は全額自己負担) 

③受診後、20日以内に医療機関が発行した領収 

 書原本、印鑑、口座番号(受診者本人名義)の分 

  かるものを持参し、補助金の申請行う。 

※CT(コンピュータ断層撮影)を中心とした胸部レ  

 ントゲン・喀痰細胞診など肺がん関連検査が対象 

※健康保険証を利用して受診した場合は、該当にな 

 りません。 
 

問 市保健センター 43-1990 

案 内 

案 内 


